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はしがき

労働裁判（労働訴訟、労働審判及び労働仮処分）を適切に遂行するた
めには、労働法（労働契約法、労働基準法等）の知識と民事訴訟法の知
識が必要ですが、それだけでは十分ではありません。例えば、労働審判
手続は従前の裁判手続にはない特徴を持った独特な手続ですから、その
特徴についてきちんと理解して臨まなければ適切な対応はできません。
また、労働訴訟や労働仮処分についても、一般の民事訴訟とは異なる特
有のスキルがあります。
そのため、本書では、労働裁判を遂行するうえで知っておくべき実務
上のスキルに焦点をあて、その勘所について解説しました。
本書で解説している事項は次のとおりです。
第１章では、総論として、労働裁判全般に共通する事項を取り上げま
した。手続を選択する際の目安、労働事件における証拠収集・判例調査
の方法、判決予想の仕方など、裁判手続に入る前に必要な労働裁判のス
キルについて解説しています。
第２章では、労働訴訟に関するスキルとして、訴状や準備書面を作成
する際のポイント、期日のマナーと対応方法、尋問技術等について解説
しています。労働訴訟は民事訴訟の一つですから、民事訴訟のスキルを
全般的に解説していますが、それだけではなく、労働事件特有の訴訟の
スキルについても深掘りしました。
第３章では、労働審判のスキルとして、労働審判手続全般についての
対応のポイントを解説しています。近時、労働審判が労働紛争解決の中
核をなしていることに鑑み、どのように準備・対応すべきかを場面毎に
詳しく解説しました。
第４章では、労働仮処分のスキルとして、賃金仮払い仮処分手続につ
いての重要なポイントを解説しています。
第５章では、典型的な事件類型として、地位確認請求事件（普通解雇、
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懲戒解雇、雇止めの無効、休職期間満了）、未払賃金請求事件、損害賠
償請求事件（ハラスメント）、労災に関する事件を取り上げ、事件類型
毎に最低限知っておくべき基礎知識と労働裁判における主たる争点（主
戦場）について解説しています。
労働事件は事件数が多く、当事者双方に代理人弁護士がつく割合も高

いため、たくさんの弁護士が関与することができる分野です。そのため、
本書は、労働事件を担当する弁護士を主な読者として想定していますが、
労働裁判手続に関心がある企業の担当者や司法修習生にも読まれること
を期待しています。
本書の特徴として、労働者側と使用者側の双方に必要な事項を解説し

ていることが挙げられます。広く労働裁判に関与する際に活用され、労
働裁判における正義の実現にささやかなりとも寄与できれば幸いです。
最後になりますが、本書の企画から刊行まできめ細かく配慮していた

だいた学陽書房の大上真佑氏に心から御礼申し上げます。

令和５年７月
弁護士　佐藤久文
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１  訴状の重要性

　訴状は裁判官が最初に目にする書面であり、裁判官の心証に与える影
響が大きい書面です。
　また、裁判官は訴状審査（民訴法137条１項）をする際に、注意深く
訴状の内容を検討しますので、原告にとっては、裁判官の心証をぐっと
引き寄せる大きなチャンスでもあります。
　訴状はとても重要な書面なのです。

２  被告から実質的な反論がなされない見込みの場合　

　訴状は重要な書面ですが、事案によっては、要件事実だけの簡潔な記
載に止める場合もあります。例えば、事前交渉の際に被告が請求を認め
ている場合は、訴訟になっても被告から実質的な反論がなされない可能
性が高いので、訴状であえて詳細な事実関係を記載する必要はありませ
ん。このような場合、訴状には要件事実と「よって書き」のみを記載す
れば足りますし、争点や背景事情等の記載も不要です。　
　もっとも、労働事件の場合、被告から実質的な反論がなされない見込
みの事案は少ないと思います。

３   被告から反論がなされる可能性がある場合（反論の有
無が分からない場合も含む）

　被告から反論がなされる可能性がある場合には、重要な間接事実の記
載の要否を検討する必要があります。

訴状で裁判官の心証を
ぐっと引き寄せる
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　この点、生の事実（具体的事実）の存否が争点となる事案において、
要件事実を証明することができる客観的な証拠（雇用契約書、就業規則、
タイムカード等）がある場合は、間接事実を記載する必要はありません。
　これに対して、要件事実を証明することができる客観的証拠がない場
合は、要件事実を推認させる間接事実を記載しなければなりません。こ
れが記載されていないと、裁判官に「スジの悪い事件だな」との印象を
持たれてしまいます。
　もっとも、訴状の段階では、詳細な間接事実を記載する必要はありま
せん。重要なものを記載すれば足ります。重要な間接事実とは要件事実
を強く推認させる間接事実のことです。

４  紛争の実体を記載する

　法律に定めはありませんが、実務では、訴状に紛争の実体を記載する
ことがあります。
　訴状の段階から、裁判官の事件マネジメント（スジやスワリの判断に
よって事件を類型化すること）や心証形成が始まる（門口正人他『訴訟
の技能』（商事法務、2015年）229頁）ため、訴状に紛争の実体を記載
することで、裁判官の心証を引き寄せることができるのです。
　紛争の実体を記載する場合、「請求の原因」とは別に「訴訟に至る経緯」
や「紛争の実体」と題して、背景事情や相手方の事前交渉における主張
の不当性を記載する例が多いです。

５  事件類型毎の訴状のポイント

（１）解雇無効を理由とする地位確認訴訟
　解雇無効を理由とする地位確認訴訟において、原告は、解雇権濫用の
評価根拠事実を主張しなければなりませんが、使用者から解雇理由を明
示されていない場合は、当該事実を主張することはできません。その場
合、訴状では、解雇理由が明示されていないという事実を記載すれば足
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１  短い審理期間で大半の個別労働紛争を解決できる

　労働審判手続は、訴訟手続や調停手続と異なるユニークな手続です。
この手続を適切に遂行するためには、手続についてのイメージをつかむ
ことが重要です。
　労働審判手続は、個別労働紛争の解決のための専門的な手続です。期
日は３回までとされており（労審法15条２項）、実際の平均審理期間（申
立てから終了まで）は概ね約３か月です。
　労働審判手続では70％くらいの事案で調停が成立しますので、合意
（調停）による解決がメインの手続だといえます。
　労働審判に対して異議が出た場合は、労働審判は失効し訴訟に移行し
ますから（労審法21条３項、22条１項）、労働審判には判決のように強
制的に紛争を解決する効力はありません。しかし、実際には、労働審判
に異議が出されるのは60％くらいで、残りの40％は確定していますの
で、大部分の事件は労働審判で解決しているといえます。
　このように、労働審判手続は、３か月という短い審理期間で、約
80％（調停70％、労働審判の確定が10％）の事件を終局的な解決に導
いている手続だといえます。

２  とてもスピーディー

　労働審判手続の一番の特徴は、よほどのことがない限り３回までと期
日の回数の上限が決まっていることです。
　３回の期日で結論を出さなければなりませんので、手続はとてもス
ピーディーに進みます。第１回期日において、主張、争点整理、証拠調

労働審判手続のイメージをつかむ
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べ、権利関係に関する心証形成、調停案の提示まで行われることもめず
らしくありません。

３  一期日は長く、しっかり議論する

　労働審判手続期日は１回の期日に大体１～３時間（第１回期日は２時
間程度のことが多いです）が確保されています。その時間を余すことな
く使って、しっかりとした議論が行われます。
　期日では労働審判官から代理人に対して、主張や証拠に関する質問が
次々となされますし、申立人本人や企業の担当者に対しても、容赦のな
い質問がなされます（訴訟の補充尋問が長時間行われるイメージです）。

（第1回の労働審判手続期日の進行例）

1 時間 30 分 主張の確認、争点整理

　↓

15 分 評議（労働審判委員会の心証形成のための合議）

　↓

1時間 調停に向けた双方の意向の聴取

　↓

15 分 調停案の提示・説明

４  裁判官はきちんと心証形成できる？

　労働訴訟は約１年半の審理を経て判決に至りますが、労働審判は３回
の期日で審理を終結します。この短期間の審理で心証がきちんと形成で
きるのか疑問に思う弁護士も少なくありません。
　しかし、裁判官は心証形成に相当な自信を持っています。私は以前、
この疑問を元判事に質問したことがありますので、その際のやりとりを
紹介します。
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１  労働者側の基礎知識

　未払賃金を請求する事件としては、時間外労働の割増賃金を請求する
事件、業務の準備行為や研修等の時間に関する賃金を請求する事件、賃
金減額処分の効力を争い差額賃金を請求する事件等があります。

（１）時間外労働の割増賃金を請求する事件
　時間外労働の割増賃金を請求する事件は、簡単な事件ととらえられが
ちですが、そうではありません。労基法やその判例に関する正確な知識
が必要ですし、各社が採用している労働時間制度に日々の実労働時間を
あてはめて未払賃金額を計算しなければなりませんので、手間がかかる
事件です。
　割増賃金請求事件における主たる争点は２つです。
　１つ目は、就業規則や労働契約で定められた労働時間に関する契約内
容自体の労基法違反の有無です。例えば、固定残業代の定めが割増賃金
を定める労基法37条に違反しないか、労働時間規制（同法32条）の例
外である変形労働時間制度（同法32条の２、32条の４、32条の４の２、
32条の５）、事業場外労働みなし労働時間制度（同法38条の２）、裁量
労働時間制度（同法38条の３、38条の４）、管理監督者制度（同法41
条２号）に違反しないか等です。
　２つ目は、日々の始業・終業時間の認定です。各社により始業・終業
時間の管理の方法が異なっており、とくに、自己申告制の場合には、実
際の労働時間と申告内容が乖離しているケースがありますので、出退勤
記録、パソコンのログイン・ログオフの資料等と申告内容を突合して、
実労働時間を算定・主張する必要があります。

労基法と判例の知識、
未払賃金額の正確な計算が必要
＜未払賃金の請求＞
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（２）業務の準備行為や研修等の時間に関する賃金を請求する事件
　労働時間とは、客観的に労働者が使用者の指揮命令下に置かれている
時間をいいますが、例えば、手待ち時間、実作業の前後の準備や後始末
の時間、通勤時間、研修の時間、持ち帰り残業の時間については、それ
が労働時間に該当するかどうかが争点となります。
　労働時間該当性については、判例等を調査し、それに基づき正確な主
張をすることが必要です。

（３）賃金減額の効力を争い差額賃金を請求する事件
　賃金減額の効力を争い差額賃金を請求する事件については、使用者が
賃金を減額した根拠に応じて争点が異なります。

【賃金減額の根拠と争点】

賃金減額の根拠 争点

使用者と労働者との
間の個別合意

労働者の「自由な意思による同意」があったかどうか

就業規則の変更 労契法10条の要件（就業規則の変更が、「労働者の受け
る不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就
業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その
他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもの
である」）を充足しているかどうか

労働協約 ・ 労働協約を締結した組合の組合員との関係では、「特
定の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として
締結された」かどうか
・ 労働協約を締結した組合員以外の者との関係では、労
組法17条の要件充足性（とくに、当該労働協約を当該
従業員に適用することが著しく不合理かどうか）

懲戒処分 労契法15条の客観的合理性と社会通念上の相当性

人事処分（降格処分） 企業が採用している人事制度（職能資格制度、職務・役
割等級制度）毎に処分の有効性の要件が異なる
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